
Ⅲ職員の育成・自己研摸に努めます  

基本理念；職員全員が「社会保険のプロ」としてお客様に質の高いサービスを提供できるよ  

う、専門知識の向上に努めます。  

固 業務処理や制度についての職員の理解を深めるとともに、若い職員も意見や   

疑問を先輩・上司に投げかける契機とするため、職場内で定期的な勉強会を実   

施する。  

凪 「お客様第一」の精神をより徹底するため、ロールプレイングを取り入れた   

挨拶・礼儀・言葉遣い等の接遇研修を繰り返し実施する。  

固 社会保険事業の運営は業務知識なくしてはあり得ない。各個人が向上心を持   

ら、業務知識の習得、自己研錯に能動的に取り組む。  
固 本庁は優れた研修教材の提供や通信教育を充実することで、自ら学習する環   

境を整備する。  

固 新入職員の指導については、上司が責任を持らながら、教育係を決める等に   

より、業務全般、接遇及び倫理についてOJT（on－the－jobtraining）を具   
体的・実践的に進める。  
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Ⅳ能力本位の人事任用を実現します  

基本理念；やる気や能力のある人を積極的に登用する活力のある組織を目指します。  

［〕  

固 中央と地方組織の広域人事を活発にし、各職員がそれぞれの職場での経験   

で感じたことや意見等が業務運営に反映される風通しのよい組織を作る。  

匝 従来の公務員的な年功序列や横並びを脱し、人事評価に基づいて真に力の   

ある職員を適所に配置する。  

固 有能な管理職員を育成・登用する。  

砲 複雑な社会保険制度を扱い、かつ、国民の視点に立ったサービスを保つた   

めには、スペシャリストを育成していくことが必要。専門的な知識の習得の   

ため、採用後一定期間は各業務を幅広く経験し、その後は能力・適性・希望   

により、いずれかの部門の卓越した知識を有する専門家・熟達者として人材   

育成する。  
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Ⅴ管理職具のリーダーシップとマネジメント能力を高めます  

基本理念；持ち、気持ちよ‘働‘ことができる職場を作り、組  

拉 管理者の職務は、判断・責任・部下育成と心得る。  

固 目標の達成に向け、各職員が自分の役割を理解・納得した上で、強い意欲   

を持って業務に取り組み「仕事の達成感」を共有できるよう、先頭に立って   

リードする。  

阻 部下に仕事の優先順位と期限及び見通しを明らかにし、メリハリのある仕   
事を徹底する。組繊の強みを伸ばし、弱みを補強する手立てを講じる。  

固 業務の状況を、適時適切に直接確認する。「～だろう」という思い込みは   
やめ、進捗状況を常に把握し、芳しくない場合は原因を分析し、対策を打つ。  

阻 上司と部下が本音で話し合える信頼関係を作り、部下の提案、疑問や不安   

に真撃に目を傾け、適切なアドバイスを行うなど、風通しの良い組織を作る。  

凶 自らが明確なビジョンを持ら、預かる組繊の運営方針を管下職員に示す。  

遡 管理職員は、自主勉強会の開催など、職員の能力の向上、専門知識の習得   

を積極的にサポートする。  

凪 朝礼等の実施により、職員間で課題・情報を共有する。  

厄 事務処理誤り防止のため、事例の研究・点検を徹底する。  

固 職員の体や心の変調を早期に発見する。  

広 一人に過重やストレスを集中させない。  
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（参考）改革リスタートプロジェクトにおける取組  

平成18年8月に、新たな改革の取組として、「やるき化」「あたりまえ化」「見える化」「きれい化」からなる   
「改革リスタートプロジェクト」を立ち上げ、これまでに各般の取組を実施。   

g－ rやるき化」プロジェクト  

①リスタート・プラン   

○ 現場の全職員が今後の社会保険庁改革の在り方等に関する自らの考えを「わたしのリスタート・プラン」  

として作成し提出。【平成18年9月】   

O 「前向き、建設的な意見」を提出した職員と長官をはじめとする幹部職員との意見交換会を実施。  

【平成19年1月16日～18日】   

②全職員対話キャンペーン   

○ 職員同士の意思疎通・コミュニケーション不足の組織体質を改めるため、本庁・事務局・事務所において、   

上司と部下が仕事の進め方等について率直な意見交換を行うための「全職員対話キャンペーン」を実施。  

【平成18年11月】   

○ 対話実施者は、意見交換の結果を踏まえ、自らが管理する組織の運営方針を策定。【平成18年12月】   

③長官と本音で語ろう   

○ 職場・業務に関する意見t要望■疑問等がある場合に、積極的に意見することができる職場づくりの契機  

とするため、各都道府県事務局単位で勤務時間終了後、長官と参加を希望する職員との間で、自由な意見交   

換を行うための「長官と本音で語ろう」を実施。【平成18年9月～】  

」 ！ ▼  

「社会保険庁改革リスタートプラン」を策定  
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2・rあたりまえ化」プロジェクト  

職員行動規範の改定   

○ 不適正免除問題は、本庁と地方庁の聞及び職場内におけるコミュニケーションが不十分であったこと等に   

より、事案の未然・拡大防止を図ることができなかったことから、これまでの職員行動規範に「業務執行ル   

ールの厳守」を新たに加えるととともに、厳守すべき情報共有の基本ルールや本庁・事務局・事務所間にお  

ける対応方法等を定めた「社会保険庁業務執行ルール」を策定し、責任ある業務執行体制を確立。  

【平成18年8月～】  

j．「見える化」プロジェクト  

①職員行動規範の掲示   

○ 法令遵守や業務執行ルール等の徹底を図るため、日々の業務執行の基本となる職員行動規範について、改   

めて、各職員及び来訪者が見えるような場所への張りだしの徹底を指示。【平成18年8月～】   

②コンプライアンス■カードの携帯   

○ 全職員に法令遵守の理念・チェックポイント等を記した「コンプライアンス・カード」の常時携帯を義務  

づけ。【平成18年9月～】  

イ．「きれい化」プロジェクト  

事務局1事廟所環境整備プロジ工クト   

○ 文書の管理方法の改善や事務所の業務スペースの環境整備を推進するための具体的な推進策について、事   

務局・事務所より意見等を募集。【平成18年9月】   
○ 意見等を踏まえ、仕事のムダ■ムラを省き、適性かつ効率的な事務処理を徹底するための基本的な考え方   

（きれい化活動）をとりまとめるとともに、事務局・事務所ごとに、継続的に活動を推進するための「きれ  

い化推進計画」を策定。【平成19年1月】  
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社会保険庁職員行動規範  

【お客様第一】   

1．私たちは、全ての国民の皆様をお客様とし、お客様第一の精神で取り組みます。   

【国民へのサービス向上】  

2．私たちは、親切、迅速、正確の3Sをモットーに、国民へのサービス向上に努めます。   

【安心と信頼】  

3．私たちは、社会保険制度が国民の信植があってこそ成り立つことを認識し、安心と信頼をしていただける  

業務運営を致します。   

【公平・公正】  

4．私たちは、国民の社会連帯でなる社会保険制度の業務運営責任者として、常に公平・公正な業務運営に努  
めます。   

【個人情報の保護】  

5．私たちは、国民の皆様の大切な年金や医療保険の情報をお預かりしていることを常に自覚し、個人情報保  
護の徹底に努めます。   

【法令遵守・公務員倫理】  

6．私たちは、法令遵守を徹底し、高い倫理観と責任感を持って行動します。   

【コスト意識】  

7．私たちは、国民からお預かりした大切な保険料と税金により社会保険制度の運営を行うことから、常にコ  
スト意識を持ち、費用対効果を高める事業方法のエ夫に取り組みます。   

【業務執行ルールの厳守】  

8．私たちは、日常業務の遂行に当たって、業務執行ルールを厳守し、常に適切・円滑な業務執行に努めます。  
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